
 

                            ２第４号議案 

     

愛知県教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

このことについて、別添案を添えて請議します。 

令和２年３月２３日提出 

 

                     教育長 長 谷 川  洋   

 

説 明 

この案を提出するのは、文化財の保護に関する事務の知事部局への移管等に

伴い、規定を整備する必要があるからである。 



愛知県教育委員会事務局組織規則の一部改正の概要 

 

１ 改正の理由 

   文化財の保護等に関する事務の知事部局への移管 

   文化財の保護等に関する事務の知事部局への移管に伴い、学習教育部生涯学習

課文化財保護室を廃止する。 

   教育情報化業務の本庁への一元化 

専門化・高度化する教育の情報化業務を推進するため、愛知県総合教育セン

ター情報教育部の一部業務を管理部教育企画課に移管し、教育企画課の所掌事務

を「県立学校情報化推進計画に関すること。」から「県立学校の情報化の推進に関

すること。」に改める。 

   職制の一部改正 

  ・ 生涯学習の推進及び社会教育の振興等に関する事務を掌理する「生涯学習監」

を、学習教育部の業務を行政職員の視点から総括的に指導、監督を行う「教育

管理監」に改める。 

  ・ 愛知県の人事制度の見直しに伴い、「主幹」を「担当課長」に改め、「主任主

査」を廃止する。 

 

２ 改正の内容 

  別紙のとおり 

 

３ 施行期日 

  令和２年４月１日 
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 愛 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

  令 和 二 年  月   日  

                      愛 知 県 教 育 委 員 会 教 育 長  長 谷 川    洋   

愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第  号  

   愛 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

愛 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 愛 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

第 四 条 第 三 項 中 第 三 号 を 削 り 、 第 四 号 を 第 三 号 と し 、 第 五 号 を 第 四 号 と し 、 第 六 号 を 第 五 号 と

す る 。  

第 五 条 第 三 項 第 五 号 中 「 県 立 学 校 情 報 化 推 進 計 画 」 を 「 県 立 学 校 の 情 報 化 の 推 進 」 に 改 め る 。  

第 六 条 第 二 項 中 第 七 号 か ら 第 十 号 ま で を 削 り 、 第 十 一 号 を 第 七 号 と し 、 第 十 二 号 を 第 八 号 と し 、

第 十 三 号 を 削 り 、 第 十 四 号 を 第 九 号 と し 、 同 条 中 第 三 項 及 び 第 四 項 を 削 り 、 第 五 項 を 第 三 項 と し 、

第 六 項 か ら 第 八 項 ま で を 二 項 ず つ 繰 り 上 げ る 。  

第 十 条 中 第 十 号 を 削 り 、 第 十 一 号 を 第 十 号 と し 、 第 十 二 号 か ら 第 十 四 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上

げ る 。  

第 十 一 条 第 三 項 指 導 課 か ら 指 導 第 二 課 ま で の 分 掌 事 務 中 第 八 号 を 削 り 、 第 九 号 を 第 八 号 と す る 。 

第 十 四 条 第 一 項 の 表 中  

 を  

 に 、  

 を  に 改 め 、 同 条 第 二 項 の 表

中 「 生 涯 学 習 監 」 を 「 教 育 管 理 監 」 に 改 め 、 「 振 興 」 の 下 に 「 及 び 学 校 教 育 」 を 加 え 、 同 条 第 三 項

の 表 中  を  

課 ・ 室  

室  

課  

課 ・ 室  

室  

主 任 主 査  

室 長 補 佐  

課 長 補 佐  

主 幹  

室 長  

事 務 職 員  

事 務 職 員  

事 務 職 員 又

は 技 術 職 員  

事 務 職 員  

事 務 職 員  

上 司 が 命 ず る 事 務 を 処 理 す る 。  

室 長 を 補 佐 し 、 及 び 上 司 が 命 ず る

事 務 を 処 理 す る 。  

課 長 を 補 佐 し 、 及 び 上 司 が 命 ず る

事 務 を 処 理 す る 。  

上 司 が 命 ず る 事 務 を 掌 理 す る 。  

上 司 の 命 を 受 け 、 室 の 事 務 を 掌 理

す る 。  

課  

課  

課 長 補 佐  

担 当 課 長  

事 務 職 員 又

は 技 術 職 員  

事 務 職 員  

課 長 を 補 佐 し 、 及 び 上 司 が 命 ず る

事 務 を 処 理 す る 。  

上 司 が 命 ず る 事 務 を 掌 理 す る 。  

課 ・ 室  主 査  課  主 査  

地 方 機 関 の

課  

支 所  

主 任 主 査  

支 所 長 代 理  

事 務 職 員  

事 務 職 員  

上 司 が 命 ず る 事 務 を 処 理 す る 。  

支 所 長 を 補 佐 す る 。  

「  

」  

」  

」  

「  

「  

」  

「  「  

」  
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に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

支 所  支 所 長 代 理  事 務 職 員  支 所 長 を 補 佐 す る 。  
「  

」  
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愛
知
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

新 
（
部
の
設
置
） 

第
四
条 

１
及
び
２ 

略 

３ 

学
習
教
育
部
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
及
び
二 

略 

 

三 

略 

四 

略 

五 

略 

（
管
理
部
に
属
す
る
課
） 

第
五
条 

１
及
び
２ 

略 

３ 

教
育
企
画
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
四 

略 

五 

県
立
学
校
の
情
報
化
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

略 

４
以
下 

略 

（
学
習
教
育
部
に
属
す
る
課
） 

第
六
条 

略 

２ 

生
涯
学
習
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
六 

略 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

旧 

（
部
の
設
置
） 

第
四
条 

１
及
び
２ 

略 

３ 

同
上 

一
及
び
二 

略 

三 

文
化
財
の
保
護
及
び
文
化
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

略 

五 

略 

六 

略 

（
管
理
部
に
属
す
る
課
） 

第
五
条 

１
及
び
２ 

略 

３ 

同
上 

一
～
四 

略 

五 

県
立
学
校
情
報
化
推
進
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

略 

４
以
下 

略 

（
学
習
教
育
部
に
属
す
る
課
） 

第
六
条 

略 

２ 

同
上 

一
～
六 
略 

七 

文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。 

4



 

   

七 

略 

八 

略 

 

九 

略 

      

３ 

略 

４ 

略 

５ 

略 

６ 

略 

（
教
育
事
務
所
の
所
掌
事
務
） 

第
十
条 

教
育
事
務
所
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。 

一
～
九 

略 

 

十 

略 

八 

芸
術
文
化
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

銃
砲
刀
剣
類
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。 

十 

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

略 

十
二 

略 

十
三 

文
化
財
保
護
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

十
四 

略 

３ 

生
涯
学
習
課
に
文
化
財
保
護
室
を
置
く
。 

４ 

文
化
財
保
護
室
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
処
理
す
る
。 

一 

文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

銃
砲
刀
剣
類
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。 

四 

文
化
財
保
護
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

５ 

略 

６ 

略 

７ 

略 

８ 

略 

（
教
育
事
務
所
の
所
掌
事
務
） 

第
十
条 

同
上 

一
～
九 

略 

十 

文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。 

十
一 

略 
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十
一 

略 
十
二 

略 
十
三 
略 

（
課
の
設
置
） 

第
十
一
条 

１
及
び
２ 

略 

３ 

前
二
項
の
各
課
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

指
導
第
一
課
及
び
指
導
第
二
課
は
、
担
当
区
域
を
定
め
て
事
務
を
分
掌
す
る
。 

総
務
課 

略 

指
導
課 

指
導
第
一
課 

指
導
第
二
課 

一
～
七 

略 

 

八 

略 

（
職
員
の
職
及
び
そ
の
職
務
） 

第
十
四
条 

法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
次
の
表
の
組
織
欄
に
掲

げ
る
本
庁
の
組
織
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
職
名
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
職
を
置
き
、
そ

の
職
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
職
員
の
種
類
欄
に
掲
げ
る
職
員
を
も
つ
て
充
て
、
そ
の

職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
職
務
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

組
織 

職
名 

職
員
の
種
類 

職
務 

部 

部
長
及
び
課 

課
長 

略 

十
二 

略 

十
三 

略 

十
四 

略 

（
課
の
設
置
） 

第
十
一
条 

１
及
び
２ 

略 

３ 

同
上 

 

総
務
課 

略 

指
導
課 

指
導
第
一
課 

指
導
第
二
課 

一
～
七 

略 

八 

文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

略 

（
職
員
の
職
及
び
そ
の
職
務
） 

第
十
四
条 

同
上 

   

組
織 

職
名 

職
員
の
種
類 

職
務 

同
上 
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課 

担

当

課

長 

事

務

職

員 

上
司
が
命
ず
る
事
務
を
掌
理
す

る
。 

課 
課

長

補

佐 

事

務

職

員

又 

は

技

術

職

員 

課
長
を
補
佐
し
、
及
び
上
司
が

命
ず
る
事
務
を
処
理
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

課 

主
席
指
導
主
事
か
ら
課 

教
育
企
画
主
事
ま
で 

略 

課 

主

査 

略 

課 

主
任
以
下 

略 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
は
、
次
の
表
の
組
織
欄
に
掲
げ
る

本
庁
の
組
織
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
職
名
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
職
を
置
く
こ
と
が
で
き
、

そ
の
職
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
職
員
の
種
類
欄
に
掲
げ
る
職
員
を
も
つ
て
充
て
、
そ
の

職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
職
務
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

組
織 

職
名 

職
員
の
種
類 

職
務 

学
習
教
育
部 

教
育
管
理
監 

事

務

職

員 

上
司
の
命
を
受
け
、
生
涯
学
習

の
振
興
及
び
学
校
教
育
に
関
す

る
事
務
を
掌
理
す
る
。 

課 

総
括
専
門
員
以
下 

略 

３ 

法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
次
の
表
の
組
織
欄
に
掲
げ
る
地

室 

室

長 

事

務

職

員 

上
司
の
命
を
受
け
、
室
の
事
務

を
掌
理
す
る
。 

課

・

室 

主

幹 

事

務

職

員 

上
司
が
命
ず
る
事
務
を
掌
理
す

る
。 

課 

課

長

補

佐 

事
務
職
員
又 

は
技
術
職
員 

課
長
を
補
佐
し
、
及
び
上
司
が

命
ず
る
事
務
を
処
理
す
る
。 

室 

室

長

補

佐 

事

務

職

員 

室
長
を
補
佐
し
、
及
び
上
司
が

命
ず
る
事
務
を
処
理
す
る
。 

課

・

室 

主

任

主

査 

事

務

職

員 

上
司
が
命
ず
る
事
務
を
処
理
す

る
。 

同
上 

課

・

室 

主

査 

略 

同
上 

２ 

同
上 

   

組
織 

職
名 

職
員
の
種
類 

職
務 

学
習
教
育
部 

生
涯
学
習
監 

事

務

職

員 

上
司
の
命
を
受
け
、
生
涯
学
習

の
振
興
に
関
す
る
事
務
を
掌
理

す
る
。 

同
上 

３ 

同
上 
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方
機
関
又
は
そ
の
組
織
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
職
名
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
職
を
置
き
、

そ
の
職
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
職
員
の
種
類
欄
に
掲
げ
る
職
員
を
も
つ
て
充
て
、
そ

の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
職
務
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

組
織 

職
名 

職
員
の
種
類 

職
務 

地
方
機
関 

所
長
か
ら
設
楽
教
育
指
導
室 

設
楽
教
育
指
導
室
長
ま
で 

略 

支

所 

支
所
長
代
理 
事

務

職

員 

支
所
長
を
補
佐
す
る
。 

 
 

 
 

地
方
機
関 

主
席
指
導
主
事
以
下 

略 
 

   

組
織 

職
名 

職
員
の
種
類 

職
務 

同
上 

支

所 

支
所
長
代
理 

事

務

職

員 

支
所
長
を
補
佐
す
る
。 

地
方
機
関
の

課 

主

任

主

査 

事

務

職

員 

上
司
が
命
ず
る
事
務
を
処
理
す

る
。 

同
上 
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